
埼玉県 権限移譲対象事務 事務概要調書
（商工・農林分野）

埼玉県 企画財政部 地域政策課 総務・自治連携担当



No 事務の名称 No 事務の名称 No 事務の名称

８９
行政財産の目的外使用の許可（土地改良法第94条の10の規
定により市町村に管理を委託した土地改良施設に係るもの） 108 農用地利用集積等促進計画の認可等

９０ 農協等が行う土地改良事業の認可等（第95条第1項に規定す
る土地改良事業に限る）

９１ 火薬類製造許可等

９２ 火薬類の取締り

９３ 煙火消費の許可等

９４ 高圧ガス保安法に基づく許可等

９５ 液化石油ガス事業者等に対する緊急措置等

９６ 林地開発の許可等

９７ 農地転用の許可等

９８ 商工会議所が賦課する負担金の許可

９９ 商工会の設立認可等

１００ 液化石油ガス供給設備の基準適合命令等

１０１ 液化石油ガス消費設備の基準適合命令等

１０２ 充てん設備に係る許可等

１０３ 農用地区域内における開発行為の許可等

１０４ 電気工事業の登録等

１０５ 商店街振興組合等の高度化事業計画の認定等

１０６ 中小企業共同流通業務総合効率化計画の認定等

１０７ 農事組合法人に対する指導・監督等

目次 目次へ

重点

重点



事務No 行政財産の目的外使用の許可（土地改良法第94条の10の規定により市町村に管理を委託した土地改良施設に係るもの）89

事務の概要

根拠法令 地方自治法

事務内容 市町村に管理委託された土地改良財産の目的外使用許可

主な移譲権限の
R4年度処理件数

２８件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

住民は身近な市町村に相談、申請することができ、地域の実情に精通している市町村が許可の判断をすることにより、事務処理の迅速化を図ることができる。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

想定される事務量
（年間処理件数）

0件

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

他業務との兼任で1名配置

必要な条例・規則等 許可基準、事務処理要領等、使用料を徴収する場合は、使用料条例の制定が必要

目次へ重点



説明会・研修会等 個別対応

事務処理マニュアル 必要に応じ、県の事務処理要領等を参考に示して相談対応する。

人的支援（職員派遣等） 人的支援の必要性は低い

移譲後のフォローアップ 事務処理にあたっての相談等は、随時対応する。

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 1項

条例移譲の目安 市町村（40市22町1村）

移譲済市町村（法令） なし

移譲済市町村（条例） 40市21町（未移譲2町村）

県担当課（本庁） 農林部 農村整備課 総務・土地改良団体支援担当（048-830-4343）

県担当課
（地域政策機関）

各農林振興センター農村整備部 整備支援・管理担当

事務No 行政財産の目的外使用の許可（土地改良法第94条の10の規定により市町村に管理を委託した土地改良施設に係るもの）89

市町村への支援

基礎データ

目次へ重点



事務No 農協等が行う土地改良事業の認可等（第95条第1項に規定する土地改良事業に限る）90

事務の概要

根拠法令 土地改良法

事務内容 農協等が行う土地改良事業（農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理又は農業水利施設の設置若しくは管理）の認可事務等（施行区域が複数市町村にまたがるものは除く）

主な移譲権限の
R4年度処理件数

2件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

事務処理に要する手続きが簡素化される。
地域農業の振興、活性化等に市町村が主体的に取り組むことができる。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

想定される事務量
（年間処理件数）

0～1件

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

他業務との兼任で1名配置

必要な条例・規則等 なし

目次へ重点



説明会・研修会等 要請があれば個別に対応する。

事務処理マニュアル 必要に応じ、県の法手続きフローを参考に示して相談対応する。

人的支援（職員派遣等） 人的支援の必要性は低い

移譲後のフォローアップ 事務処理にあたっての相談等は、随時対応する。

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 15項3号

条例移譲の目安 市町村（40市22町1村）

移譲済市町村（法令） なし

移譲済市町村（条例） 40市22町（未移譲1村）

県担当課（本庁） 農林部 農村整備課 総務・土地改良団体支援担当（048-830-4343）

県担当課
（地域政策機関）

各農林振興センター農村整備部 整備支援・管理担当

事務No 農協等が行う土地改良事業の認可等（第95条第1項に規定する土地改良事業に限る）90

市町村への支援

基礎データ

目次へ重点



事務No 火薬類製造許可等91

事務の概要

根拠法令 火薬類取締法

事務内容
○ 火薬類取締法は、火薬類の製造、販売、貯蔵、消費その他の取扱いを規制することにより、火薬類の 災害を防止する法律である。
○ この法律に基づき、火薬類を取り扱う者に対する許可や火薬類の貯蔵等の施設の設置許可を行う。 また、施設の完成検査、保安検査（年１回）及び必要な立入検査、報告徴収を行う。

主な移譲権限の
R4年度処理件数

火薬類製造営業許可【法第３条】０件、火薬類販売営業許可【法第5条】１件、火薬類譲渡・譲受許可【法第１７条】３４件、火薬類消費許可【法第２５条】１１件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

○ 関連のある危険物や煙火消費に関する事務と併せて同一行政機関が行うことにより、効果的、効率的な事業者指導ができる。
○ 管内にある火薬類関係の施設や火薬類の消費の状況を把握することで、災害対応などに資することができる。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

火薬類の取締り（No.92）、煙火消費の許可等（No.93）と併せて事務を行うことで火薬類の保安行政を総合的に行うことができる。

想定される事務量
（年間処理件数）

１市町村当たり申請件数 ０～５件、立入検査、保安検査０～５件、１～２時間／件

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

特になし

必要な条例・規則等 手数料条例

目次へ



説明会・研修会等 移譲予定市町村の意向を確認の上、個別に対応する。

事務処理マニュアル 埼玉県火薬類取締法標準事務処理要領

人的支援（職員派遣等） 市町村の意向を確認の上、個別に対応する。

移譲後のフォローアップ 移譲予定市町村の意向を確認の上、個別に対応する。

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 21項1号

条例移譲の目安 市町村（40市22町1村）

移譲済市町村（法令） 指定都市(1市)

移譲済市町村（条例） 3市1町 （未移譲 ３６市２１町１村）

県担当課（本庁） 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当（０４８－８３０－８４３４）

県担当課
（地域政策機関）

事務No 火薬類製造許可等91

市町村への支援

基礎データ

目次へ



事務No 火薬類の取締り92

事務の概要

根拠法令 火薬類取締法

事務内容

○ 火薬類の譲受・譲渡許可申請の受理
○ 審査及び許可証の交付
○ 立入検査の実施（状況に応じて実施）
○ 結果報告

主な移譲権限の
R4年度処理件数

火薬類譲渡・譲受許可【法第１７条】７件（※令和3年度）

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

地域内の火薬類の取扱いについて把握することができ、万が一事故が発生しても迅速に対応できる。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

火薬類製造許可等(事務No.91）、煙火消費の許可等（No.93）の移譲対象事務と一体的に実施することにより、火薬類の総合的な保安行政を行うことができる。

想定される事務量
（年間処理件数）

全対象に移譲済み

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

必要な条例・規則等

目次へ



説明会・研修会等 毎年度、権限移譲事務研修会を実施

事務処理マニュアル 埼玉県火薬類取締法標準事務処理要領

人的支援（職員派遣等） 毎年度、火薬類保安指導者講習会を実施

移譲後のフォローアップ
「埼玉県火薬類取締法標準事務処理要領」を配布済
消防職員対象に火薬類保安指導者研修を実施
事務処理に当たっての相談等は、随時対応

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 21項1号、2号

条例移譲の目安 市町村（40市22町1村）

移譲済市町村（法令） 指定都市(1市)

移譲済市町村（条例） ３９市２２町１村（未移譲なし）

県担当課（本庁） 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当（０４８－８３０－８４３４）

県担当課
（地域政策機関）

事務No 火薬類の取締り92

市町村への支援

基礎データ

目次へ



事務No 煙火消費の許可等93

事務の概要

根拠法令 火薬類取締法

事務内容

○ 煙火消費許可申請の受理
○ 審査及び許可証の交付
○ 立入検査の実施（状況に応じて実施）
○ 結果報告

主な移譲権限の
R4年度処理件数

火薬類消費許可【法第２５条】５８件、立入検査【法第４３条】２７件（※令和3年度）

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

市町村が関与した地域のイベントの一環として行われる場合が多く、関係部署と連携を取った対応が可能である。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

火薬類製造許可等(事務No.91)、火薬類の取締り（No.92）の移譲事務と一体的に実施することにより、火薬類の総合的な保安行政を行うことができる。

想定される事務量
（年間処理件数）

全対象に移譲済み

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

必要な条例・規則等

目次へ



説明会・研修会等 毎年度、権限移譲事務研修会を実施

事務処理マニュアル 埼玉県火薬類取締法標準事務処理要領

人的支援（職員派遣等） 毎年度、火薬類保安指導者講習会を実施

移譲後のフォローアップ
「埼玉県火薬類取締法標準事務処理要領」を配布済
消防職員対象に火薬類保安指導者研修を実施
事務処理に当たっての相談等は、随時対応

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 21項1号、2号

条例移譲の目安 市町村（40市22町1村）

移譲済市町村（法令） 指定都市(1市)

移譲済市町村（条例） ３９市２２町１村（未移譲なし）

県担当課（本庁） 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当（０４８－８３０－８４３４）

県担当課
（地域政策機関）

事務No 煙火消費の許可等93

市町村への支援

基礎データ

目次へ



事務No 高圧ガス保安法に基づく許可等94

事務の概要

根拠法令 高圧ガス保安法

事務内容
高圧ガス保安法に基づく許可（５条１項、１４条１項、１６条１項、ほか）、届出受理（５条２項、１４条２項、１７条の２１項、ほか）、完成検査（２０条）、保安検査（３５条）、
並びに、許可、届出事業者に対する立入検査（６２条）の実施。液化石油ガス保安規則が適用される販売関係の事務については、移譲から除外される場合あり。

主な移譲権限の
R4年度処理件数

高圧ガス保安法に基づく許可：１８１件、 届出受理： ９９８件、 完成検査： ７４件、 保安検査： ８２件、 許可、届出事業者に対する立入検査: ２６４件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

・消防の予防担当部署が、高圧ガス及び関連する危険物について一体的に指導することにより、対象の事業所の情報を総合的に把握でき、効率的な業務が実施できる。
・高圧ガス関係施設の設置状況を把握することにより、的確な災害対応をとることができる。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

Nｏ.１０２ 充てん設備に係る許可等
理由：当該充てん設備は、高圧ガス保安法と液化石油ガス法の各法律に基づく許可が必要となる場合がある。高圧ガス保安法と液化石油ガス法の許可権者が異なると、事業者が県と市町村に手
続きを行わなければならず、事業者の負担が大きくなるため。

想定される事務量
（年間処理件数）

許可及び届出受理 ２０件～５０件、立入検査等 ５件～１５件。

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

３名（兼務）、その他として、化学、機械、電気等の知識。

必要な条例・規則等 手数料条例

目次へ



説明会・研修会等 市町村の意向を確認の上、個別に対応する

事務処理マニュアル ホームページにて事業所向け「手続の手引き」を掲載。

人的支援（職員派遣等） 市町村の意向を確認の上、個別に対応する。

移譲後のフォローアップ 国で行っている高圧ガス保安法研修を市町村に紹介するとともに、国に対し市町村職員が参加できるよう要請する。

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 27項1号

条例移譲の目安 市町村（40市22町1村）

移譲済市町村（法令） 指定都市(1市)

移譲済市町村（条例） １市（未移譲 ３８市、２２町、１村）

県担当課（本庁） 危機管理防災部 化学保安課 企画・高圧ガス担当（０４８－８３０－８４４３）

県担当課
（地域政策機関）

事務No 高圧ガス保安法に基づく許可等94

市町村への支援

基礎データ

目次へ



事務No 液化石油ガス事業者等に対する緊急措置等95

事務の概要

根拠法令 高圧ガス保安法

事務内容
公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるとき、
○一般消費者等に対して供給設備・消費設備の使用を一時禁止、制限を命ずる（緊急時）。
○供給設備・消費設備を使用する一般消費者等の事務所等に立入検査を行う。

主な移譲権限の
R4年度処理件数

０件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

液化石油ガスの火災予防、拡大防止、一般消費先での設備に係ることであり、移譲により、より迅速できめ細やかな対応が可能となる。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

次の移譲対象事務を併せて移譲を受けることで一般消費者等のＬＰガス設備に係る保安確保事務を行うことができる。
・液化石油ガス供給設備の基準適合命令等（事務№１００）
・液化石油ガス消費設備の基準適合命令等(事務№１０１）

想定される事務量
（年間処理件数）

全対象に移譲済み

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

なし

必要な条例・規則等 なし

目次へ

緊急措置命令

県 一般消費者等

緊急措置命令

立入検査

液化石油ガス
販売事業者

緊急措置命令

（販売）立入検査

市町村
（消防機関） 一般消費者等

立入検査

緊急措置命令

液化石油ガス
販売事業者

（販売）
立入検査

緊急措置命令



説明会・研修会等 なし

事務処理マニュアル 液化石油ガス法及び高圧ガス保安法に係る標準事務処理要領（No.１００、No.１０１と合わせた要領）

人的支援（職員派遣等） なし

移譲後のフォローアップ
「液化石油ガス法及び高圧ガス保安法に係る標準事務処理要領」を配布済
消防職員対象に毎年度、事務に関する研修会を実施（5月頃）
事務処理に当たっての相談等は、随時対応

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 27項2号

条例移譲の目安 全市町村（４０市２２町１村）

移譲済市町村（法令） 指定都市(1市)

移譲済市町村（条例） ３９市２２町１村（未移譲なし）

県担当課（本庁） 危機管理防災部 化学保安課 液化石油ガス担当（０４８－８３０－８４３９）

県担当課
（地域政策機関）

事務No 液化石油ガス事業者等に対する緊急措置等95

市町村への支援

基礎データ

目次へ



事務No 林地開発の許可等96

事務の概要

根拠法令 森林法

事務内容

○開発事業者との事前調整
○他法令等、関係各機関との調整
○開発許可申請書を受理後、現地調査等も含め、開発許可基準に適合しているか審査の上、許可する。
○許可後は、進捗状況の把握や現場の安全管理等について指導する。
○必要に応じて、変更許可（変更申出）等の手続を行う。
○必要に応じて、開発行為の中止命令や復旧命令等の監督処分を行う。
○完了に当たっては、確認検査を行う。

主な移譲権限の
R4年度処理件数

0件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

○森林法に基づく伐採届の受理は既に市町村業務となっており、開発の許可が市町村業務となることで、森林の小規模な転用から大規模な開発までを、市町村が一体的に取り扱うことができる。
○事案に対し、迅速かつ的確な対応が可能となる。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

特になし

想定される事務量
（年間処理件数）

0～3件

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

森林・林業担当に他業務と兼務で１名配置

必要な条例・規則等
○特に条例・規則の制定は必要ないが、市町村内部で開発許可基準等を定めることが必要。
○行政手続法に基づく審査基準・標準処理日数の設定

目次へ



説明会・研修会等 移譲予定市町村の意向を確認の上、個別に対応する。複数の市町村に移譲の場合、引継ぎのための事務説明会を開催する場合あり。

事務処理マニュアル 随時、配布する。

人的支援（職員派遣等） 研修等については、市町村の意向を確認の上実施を検討する。

移譲後のフォローアップ 事務処理に当たっては、随時対応する。また、毎年度、必要に応じて担当者会議を開催する。

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 29項

条例移譲の目安 地域森林計画対象森林所在市町村（26市18町1村）

移譲済市町村（法令） なし

移譲済市町村（条例） 7市(未移譲19市18町1村)

県担当課（本庁） 農林部 森づくり課 総務・森林企画担当 （048－830－4313）

県担当課
（地域政策機関）

川越農林振興センター林業部 森林保全・森林循環・木材利用推進担当、秩父農林振興センター林業部 森林保全・県営林担当、寄居林業事務所 総務・森林保全・森林循環・木材利用推進担
当

事務No 林地開発の許可等96

市町村への支援

基礎データ

目次へ



事務No 農地転用の許可等97

事務の概要

根拠法令 農地法

事務内容

○農地を農地以外のものにする場合の許可事務(４条)
○農地を農地以外のものにするために権利の設定・移転を行う場合の許可事務(5条)
○農地の賃貸借契約の解約等をする場合の許可事務(18条)
○違反転用に対する許可の取消や命令等の処分(51条)

主な移譲権限の
R4年度処理件数

３，５１９件（４・５条許可）

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

事務手続が簡素化され、許可までの期間が短縮される。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

なし

想定される事務量
（年間処理件数）

農地転用許可（４条・５条）：数件～約２７０件
その他：数件程度

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

職員１名以上（兼務可）を申請件数の多寡に応じて配置

必要な条例・規則等 なし

目次へ

意見付し
て送付

申 請 者

市農業委員会

県（農林振興センター）

都道府県機構

申請

回答

意見聴取

許可通知

通知

①

②（④）
③（⑤）

④（⑥）

（②）

（③）

※ ３０a超等の案件のみ

申請

申 請 者

市（農業委員会） 都道府県機構

意見聴取

回答

許可
① ②（④）

（②）

（③）

※ ３０a超等の案件のみ



説明会・研修会等 要望に応じて個別に対応

事務処理マニュアル 県事務処理要領の配布等

人的支援（職員派遣等） 要望に応じて個別に対応

移譲後のフォローアップ 要望に応じて個別に対応

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 31項1,2,3号

条例移譲の目安 市町村

移譲済市町村（法令） さいたま市（農地等の賃貸借の解約等の許可のみ）、蓮田市（農地転用の許可のみ）

移譲済市町村（条例） さいたま市（農地転用の許可のみ）、蓮田市（農地等の賃貸借の解約等の許可のみ）、川口市、草加市、加須市、深谷市、久喜市（未移譲５６市町村）

県担当課（本庁） 農林部 農業政策課 農村計画・農地調整 担当（０４８－８３０－４０２５）

県担当課
（地域政策機関）

各農林振興センター 農地担当

事務No 農地転用の許可等97

市町村への支援

基礎データ

目次へ



事務No 商工会議所が賦課する負担金の許可98

事務の概要

根拠法令 商工会議所法

事務内容 商工会議所が行う特定商工業者に対する負担金の賦課に係る申請について、その内容が適正なものであるかを審査し、許可を行う

主な移譲権限の
R4年度処理件数

11件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

地域商工業の振興等に市町村が主体的、総合的に取り組むことができる

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

想定される事務量
（年間処理件数）

約１件（１件あたり３時間程度）

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

商工担当課に他業務と兼務で１名配置

必要な条例・規則等
・特に条例・規則の制定は必要ないが、市町村内部で取扱要領を定めることが必要
・行政手続法に基づく審査基準・標準処理日数の設定

目次へ



説明会・研修会等 なし

事務処理マニュアル なし

人的支援（職員派遣等） 県職員派遣・実務研修の必要性は低い

移譲後のフォローアップ 事務処理に関する相談等については随時対応する

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 34項

条例移譲の目安 商工会議所設置市（１６市）

移譲済市町村（法令） 指定都市

移譲済市町村（条例） １５市（未移譲なし）

県担当課（本庁） 産業労働部 産業労働政策課 商工団体担当 （048－830－3721）

県担当課
（地域政策機関）

各地域振興センター 産業労働担当

事務No 商工会議所が賦課する負担金の許可98

市町村への支援

基礎データ

目次へ



事務No 商工会の設立認可等99

事務の概要

根拠法令 商工会法

事務内容 商工会が申請する定款の変更について、変更しようとする事項及び変更の理由が適正なものであり、かつ、変更後の定款が法令に違反しないものであるかを審査し、認可を行う

主な移譲権限の
R4年度処理件数

5件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

地域商工業の振興等に市町村が主体的、総合的に取り組むことができる

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

想定される事務量
（年間処理件数）

約1件（1件あたり2.5時間程度）

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

商工担当課に他業務と兼務で１名配置

必要な条例・規則等
・特に条例・規則の制定は必要ないが、市町村内部で取扱要領を定めることが必要
・行政手続法に基づく審査基準・標準処理日数の設定

目次へ



説明会・研修会等 なし

事務処理マニュアル なし

人的支援（職員派遣等） 県職員派遣・実務研修の必要性は低い

移譲後のフォローアップ 事務処理に関する相談等については随時対応する

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 44項

条例移譲の目安 商工会設置市町村（3１市20町1村）

移譲済市町村（法令）

移譲済市町村（条例） ３１市２０町１村（未移譲なし）

県担当課（本庁） 産業労働部 産業労働政策課 商工団体担当 （048－830－3721）

県担当課
（地域政策機関）

各地域振興センター 産業労働担当

事務No 商工会の設立認可等99

市町村への支援

基礎データ

目次へ



事務No 液化石油ガス供給設備の基準適合命令等100

事務の概要

根拠法令 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

事務内容
○液化石油販売事業者の供給設備が基準に適合していないと認めるときは、基準に適合するよう命ずる。
○液化石油ガス設備工事に係る工事の届出及び事業の届出を受理する。上記に係る報告の徴収、立入検査等を行う。

主な移譲権限の
R4年度処理件数

０件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

液化石油ガスの一般消費者先での設備に係ることであり、移譲により、より迅速できめ細やかな対応が可能となる。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

次の移譲対象事務を併せて移譲を受けることで一般消費者等のＬＰガス設備に係る保安確保事務を行うことができる。
・液化石油ガス事業者等に対する緊急措置等(事務№９５）
・液化石油ガス消費設備の基準適合命令等(事務№１０１）

想定される事務量
（年間処理件数）

全対象に移譲済み

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

なし

必要な条例・規則等 なし

目次へ

（管理者の承諾必要）

県

基準適合命令、
報告の徴収、立入検査

液化石油ガス
設備工事業者

液化石油ガス
販売事業者

（設備の引渡し）

工事の届出

設備工事場所立入検査
（管理者の承諾必要）

（特定）事業の届出

報告の徴収、立入検査

市町村
（消防機関）

液化石油ガス
販売事業者

基準適合命令、
報告の徴収、立入検査

液化石油ガス
設備工事業者

工事の届出

（特定）事業の届出

（設備の引渡し）

報告の徴収、立入検査

設備工事場所立入検査
（管理者の承諾必要）



説明会・研修会等
権限移譲事務研修会
全対象に移譲済み

事務処理マニュアル 液化石油ガス法及び高圧ガス保安法に係る標準事務処理要領

人的支援（職員派遣等） なし

移譲後のフォローアップ
「液化石油ガス法及び高圧ガス保安法に係る標準事務処理要領」を配布済
消防職員対象に毎年度、事務に関する研修会を実施（5月頃）
事務処理に当たっての相談等は、随時対応

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 60項1号

条例移譲の目安 全市町村（４０市２２町１村）

移譲済市町村（法令） 指定都市（一部事務）

移譲済市町村（条例） ４０市２２町１村（未移譲０市町村）

県担当課（本庁） 危機管理防災部 化学保安課 液化石油ガス担当（０４８－８３０－８４３９）

県担当課
（地域政策機関）

事務No 液化石油ガス供給設備の基準適合命令等100

市町村への支援

基礎データ

目次へ



事務No 液化石油ガス消費設備の基準適合命令等101

事務の概要

根拠法令 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

事務内容 一般消費者等の消費設備が基準に適合していないと認めるときは、基準に適合するよう命ずる。

主な移譲権限の
R4年度処理件数

０件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

液化石油ガスの一般消費先での設備に係ることであり、移譲により、より迅速できめ細やかな対応が可能となる。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

次の移譲対象事務を併せて移譲を受けることで一般消費者等のＬＰガス設備に係る保安確保事務を行うことができる。
・液化石油ガス事業者等に対する緊急措置等(事務№９５）
・液化石油ガス供給設備の基準適合命令等(事務№１００)

想定される事務量
（年間処理件数）

全対象に移譲済み

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

なし

必要な条例・規則等 なし

目次へ



説明会・研修会等
権限移譲事務研修会
全対象に移譲済み

事務処理マニュアル 液化石油ガス法及び高圧ガス保安法に係る標準事務処理要領

人的支援（職員派遣等） なし

移譲後のフォローアップ
「液化石油ガス法及び高圧ガス保安法に係る標準事務処理要領」を配布済
消防職員対象に毎年度、事務に関する研修会を実施（5月頃）
事務処理に当たっての相談等は、随時対応

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 60項1号

条例移譲の目安 全市町村（４０市２２町１村）

移譲済市町村（法令） 指定都市（一部事務）

移譲済市町村（条例） ４０市２２町１村（未移譲０市町村）

県担当課（本庁） 危機管理防災部 化学保安課 液化石油ガス担当（０４８－８３０－８４３９）

県担当課
（地域政策機関）

事務No 液化石油ガス消費設備の基準適合命令等101

市町村への支援

基礎データ

目次へ



事務No 充てん設備に係る許可等102

事務の概要

根拠法令 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

事務内容 法に基づく許可、届出受理、完成検査、保安検査。また、許可、届出事業者に対する立入検査、報告の徴収の実施。

主な移譲権限の
R4年度処理件数

許可７件、届出受理１８８件、完成検査６件、保安検査１６件。許可、届出事業者に対する立入検査５０件、報告の徴収０件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

・消防上危険な事業者への指導強化
・液化石油ガス関係施設の設置状況を把握でき、的確な災害対応ができる。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

№94
高圧ガス保安法に基づく許可等

想定される事務量
（年間処理件数）

許可及び届出受理 ０件～１０件、立入検査等 ０件～３件

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

３名（兼務）、化学、機械、電気等の知識。

必要な条例・規則等 手数料条例
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説明会・研修会等
権限移譲事務研修会
毎年度５月頃、市町村を対象とした説明会を開催。

事務処理マニュアル ホームページにて事業所向け「手続の手引き」を掲載。

人的支援（職員派遣等） なし

移譲後のフォローアップ 国で行っている液石法に関する研修を権限移譲市町村に紹介するとともに、国に対し権限移譲後の市町村職員が参加できるよう要請する。

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 60項2号

条例移譲の目安 全市町村（４０市２２町１村）

移譲済市町村（法令） 指定都市

移譲済市町村（条例） １市（未移譲３８市２２町１村）

県担当課（本庁） 危機管理防災部 化学保安課 液化石油ガス担当（048-830-8439）

県担当課
（地域政策機関）

事務No 充てん設備に係る許可等102

市町村への支援

基礎データ

目次へ



事務No 農用地区域内における開発行為の許可等103

事務の概要

根拠法令 農業振興地域の整備に関する法律

事務内容
○農用地区域内の採草放牧地等で行われる開発行為への許可事務
○開発行為の許可を受けないで開発行為を行った者等への監督処分

主な移譲権限の
R4年度処理件数

０件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

市町村農業振興地域整備計画と一体的な運用ができ、農業振興地域の整備をより効率的に行うことができる。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

想定される事務量
（年間処理件数）

過去処理実績なし

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

職員１名以上（兼務可）

必要な条例・規則等 なし
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説明会・研修会等 要望に応じて個別に対応

事務処理マニュアル 要望に応じて個別に対応

人的支援（職員派遣等） 要望に応じて個別に対応

移譲後のフォローアップ 要望に応じて個別に対応

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 64項

条例移譲の目安 対象地域を有する市町村（30市22町１村）

移譲済市町村（法令）

移譲済市町村（条例） 久喜市（未移譲29市22町１村）

県担当課（本庁） 農林部 農業政策課 農村計画・農地調整担当 （０４８－８３０－４０２７）

県担当課
（地域政策機関）

各農林振興センター 農地担当

事務No 農用地区域内における開発行為の許可等103

市町村への支援

基礎データ

目次へ



事務No 電気工事業の登録等104

事務の概要

根拠法令 電気工事業の業務の適正化に関する法律

事務内容
○ 電気工事業法は、電気工事業を営もうとする者に登録等の義務を課すことにより、一般需要家（電気設備を利用する者）の感電、電気火災等の危険や障害を防止する法律である。
○ この法律に基づき、電気工事業を営もうとする者に対して、登録、届出受理等を行う。また、業務に関し必要な報告徴収、立入検査を行う。

主な移譲権限の
R4年度処理件数

電気工事業法第３条第１項に規定する電気工事業の登録：２６１件 電気工事業法第３４条第４項に規定する建設業者が電気工事業を開始した旨等の届出等の受理：７７０件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

住民（事業者）に身近な市町村が行政サービスの中心を担える。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

次の移譲対象事務を併せて実施することで電気保安行政を一体的に行うことができる。
電気用品販売店の立入検査（事務No.37）

想定される事務量
（年間処理件数）

電気工事業登録：０～100件、電気工事開始届出：０～100件、立入検査：約２件

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

１名の人員配置（他の業務との兼務で可）。電気、建設業に関する知識を有する者がいると望ましい。

必要な条例・規則等 手数料条例
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説明会・研修会等 移譲予定市町村の意向を確認の上、個別に対応する。

事務処理マニュアル 電気工事業法の施行に関する事務に係る手引書

人的支援（職員派遣等） 移譲予定市町村の意向を確認の上、個別に対応する。

移譲後のフォローアップ 事務処理に当たっての相談等は個別対応

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 67項

条例移譲の目安 市町村（４０市２２町１村）

移譲済市町村（法令）

移譲済市町村（条例） ３市１町（未移譲 ３７市２１町１村）

県担当課（本庁） 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当（０４８－８３０－８４３５）

県担当課
（地域政策機関）

事務No 電気工事業の登録等104

市町村への支援

基礎データ

目次へ



事務No 商店街振興組合等の高度化事業計画の認定等105

事務の概要

根拠法令 中小小売商業振興法

事務内容

○商店街振興組合、事業協同組合等が作成する商店街整備計画（アーケード・街路灯・店舗一斉改装等）、店舗集団化計画（パティオ事業等）、
共同店舗等整備計画（ショッピングセンター整備等）等の高度化事業計画が、政令で定める基準に適合するものである旨の認定を行う。
○高度化事業計画認定の際の関係大臣への協議
○高度化事業の実施状況の報告の徴収
○認定計画の変更、取り消し

主な移譲権限の
R4年度処理件数

0件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

地域商業の振興、中心市街地活性化等に市町村が主体的、総合的に取り組むことができる。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

想定される事務量
（年間処理件数）

０～１件

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

商工担当に他業務との兼務で１名配置

必要な条例・規則等
○特に条例・規則の制定は必要ないが、市町村内部で取扱要領を定めることが必要。県の高度化事業計画認定事務処理要領を参照。
○行政手続法に基づく審査基準・標準処理日数の設定
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説明会・研修会等 各市町村担当課あて文書送付済み。その他相談等に随時対応する。

事務処理マニュアル 各市町村担当課あて文書送付済み。その他相談等に随時対応する。

人的支援（職員派遣等） 県職員派遣・実務研修の必要性は低い。

移譲後のフォローアップ 事務処理にあたっての相談等は、随時対応する。

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 75項

条例移譲の目安 市町村（４０市２２町１村）

移譲済市町村（法令） 市（４０市）

移譲済市町村（条例） ６町（１６町１村未移譲）

県担当課（本庁） 産業労働部 商業・サービス産業支援課 商業担当（０４８－８３０－３７６１）

県担当課
（地域政策機関）

事務No 商店街振興組合等の高度化事業計画の認定等105

市町村への支援

基礎データ
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事務No 中小企業共同流通業務総合効率化計画の認定等106

事務の概要

根拠法令 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律

事務内容
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律は物流を総合的かつ効率的に実施することにより物流コストの削減や環境負荷の低減等を図る事業者の計画を認定することや認定計画実施に
当たっての支援措置等を定めた法律である。複数の中小企業等が共同して実施する総合効率化計画の認定、変更認定、認定の取り消し等を行う。

主な移譲権限の
R4年度処理件数

０件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

・当該事務は既に市町村に移譲されている農地転用の許可事務や開発行為の許可事務と密接に関連しており、市町村に事務を移譲することで効率的な事務の執行が期待できる。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

・農地転用の許可等
・開発行為の許可等

想定される事務量
（年間処理件数）

過去処理実績なし（理由 一の市町村の区域内のみにおいて実施される中小企業流通業務総合効率化事業が無いため。）

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

商工担当に他業務との兼務で１名配置

必要な条例・規則等
○特に条例・規則の制定は必要ないが、市町村内部で取扱要領（申請様式等）を定めることが必要。
○行政手続法に基づく審査基準・標準処理日数の設定。
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説明会・研修会等 予定なし。個別に対応する。

事務処理マニュアル 予定なし。個別に対応する。

人的支援（職員派遣等） 県職員派遣・実務研修の必要性は低い。

移譲後のフォローアップ 事務処理にあたっての相談等は、随時対応する。

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 第96項

条例移譲の目安 市町村（４０市２２町１村）

移譲済市町村（法令）

移譲済市町村（条例） 4市（戸田市、日高市、蓮田市、久喜市）

県担当課（本庁） 産業労働部 商業・サービス産業支援課 商業担当（０４８－８３０－３７６２）

県担当課
（地域政策機関）

事務No 中小企業共同流通業務総合効率化計画の認定等106

市町村への支援

基礎データ
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事務No 農事組合法人に対する指導・監督等107

事務の概要

根拠法令 農業協同組合法

事務内容

農事組合法人の成立、解散、合併の届出の受理
農事組合法人の理事が欠けた場合の一時理事（仮理事）の選任
農事組合法人に対する報告の徴求及び資料の提出命令
農事組合法人に対する業務又は会計の状況の検査
農事組合法人に対する解散命令

主な移譲権限の
R4年度処理件数

成立、解散、合併の届出の受理 １件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

市町村の農業者支援が充実できる。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

想定される事務量
（年間処理件数）

1件

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

職員１名以上（兼務可）を申請件数の多寡に応じて配置

必要な条例・規則等 なし
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説明会・研修会等 要望に応じて個別に対応

事務処理マニュアル 県様式集の配布等

人的支援（職員派遣等） 要望に応じて個別に対応

移譲後のフォローアップ 要望に応じて個別に対応

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表 未移譲

条例移譲の目安 希望する市町村（２以上の市町村の区域に渡るものを除く）

移譲済市町村（法令）

移譲済市町村（条例） 未移譲

県担当課（本庁） 農林部 農業政策課 農協・公社担当（０４８－８３０－４０８１）

県担当課
（地域政策機関）

各農林振興センター 地域支援担当

事務No 農事組合法人に対する指導・監督等107

市町村への支援

基礎データ
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農用地利用集積等促進計画の認可等

事務の概要

根拠法令 農地中間管理事業の推進に関する法律

事務内容
○農用地利用集積等促進計画の認可
○農用地利用集積等促進計画の認可を行った旨の通知及び公告

主な移譲権限の
R4年処理件数

農用地利用集積等促進計画の認可【法第18条第５項】 176件

主な事務の処理フロー

移譲前 移譲後

移譲による
市町村のメリット

事務手続が簡素化され、認可までの期間が短縮される。

一体的に処理することが
効果的な移譲事務

農地転用の許可等（事務No.97）
農用地区内における開発行為の許可等（事務No.103）

想定される事務量
（年間処理件数）

農用地利用集積等促進計画の認可：0～12件（月１回。ただし、認可する農地の筆数は毎回変動あり）

必要な組織体制等
（人員・資格・機器等）

職員１名以上（兼務可）を申請件数の多寡に応じて配置

必要な条例・規則等 なし

事務No 108 目次へ



説明会・研修会等 要望に応じて個別に対応

事務処理マニュアル 要望に応じて個別に対応

人的支援（職員派遣等） 人的支援の必要性は低い

移譲後のフォローアップ 要望に応じて個別に対応

財政支援
・準備経費（権限移譲特別推進交付金）
・事務処理経費（埼玉県分権推進交付金）

事務処理特例 条例別表

条例移譲の目安 市町村

移譲済市町村（法令） なし

移譲済市町村（条例） なし

県担当課（本庁） 農林部 農業ビジネス支援課 農地活用 担当（０４８－８３０－４０３３）

県担当課
（地域政策機関）

各農林振興センター 地域支援担当

農用地利用集積等促進計画の認可等

市町村への支援

基礎データ
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